
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置

に
関
す
る
政
令
要
綱

一

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
一
条
及
び
第
二
条
関

係
）

二

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
て
い
る
防
衛
省
の
職
員
に
つ
い
て
の
勤
務
時
間
の
改
定
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（

第
三
条
関
係
）

三

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


